
市では、この７月にまちづくりに関する４つ
の新しい条例を定めました。そのうちの一つ、
「秋田市都市環境の創造および保全に関する基本
条例」は、よりよい都市環境づくりを進めるさ
まざまな施策の基本となる条例です。

七
月
二
十
六
日
、
市
役
所
職
員
研
修
棟
で

「
女
性
の
た
め
の
行
政
学
習
会
」
が
開
か
れ

ま
し
た
。

第
一
回
は
、「
男
女
共
生
っ
て
ど
ん
な
こ

と
」
を
テ
ー
マ
に
話
し
合
い
ま
し
た
。

講
師
の
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
相
談

員
の
稲
場
み
ち
子
さ
ん
は
、「
自
分
を
大
切

に
す
る
こ
と
で
、
ほ
か
の
人
も
大
切
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
は
相
手
に
自
分
を

わ
か
っ
て
も
ら
う
た
め
の
自
己
ア
ピ
ー
ル
も

必
要
で
す
。
誰
も
が
平
等
に
、
お
互
い
を
尊

重
し
て
生
活
で
き
る
社
会
が
男
女
共
生
社
会

な
ん
で
す
」
と
話
し
ま
し
た
。

こ
の
あ
と
十
一
月
ま
で
市
の
施
策
や
事
業

に
つ
い
て
学
習
し
、
一
番
身
近
な
市
政
を
知

り
、
関
心
を
持
ち
、
そ
し
て
み
ん
な
で
考
え

て
い
き
ま
す
。

男女共生ってどんなこと？

秋田市消防団消防操法大会

が７月14日に中央卸売市場で

行われました。

各部門の優勝分団は、８月

27日(火)に県消防学校(岩城町)で開かれる全県消防

操法大会に秋田市代表として出場します。

■ポンプ車操法の部

優勝：城東分団 ２位：保戸野分団

３位：土崎南分団

■小型ポンプ操法の部

優勝：下新城分団 ２位：下浜分団 ３位：浜

田分団 ４位：新屋分団 ５位：四ツ小屋分団

女性のための行政学習会

出場分団決定！

市政
トピックス

２時間にわたり活気のある話し合いが続けられました

１
秋田市都市環境の
創造および保全に関する基本条例

全県消防操法大会

問い合わせ・ホームページ

都市計画課q(８６６)２３３２
http:www.city.akita.akita.jp/city/ur/mn/default.htm

㈰市民が、安心して暮らし、地域社会の中で助け合
うことができる生活環境づくり。公共施設などが
整備された文化的な生活環境づくりをめざします
㈪中心市街地を再構築し、地域の中心となる空間を
育て、それらを結ぶネットワークを築き、魅力あ
ふれる都市空間づくりをめざします
㈫豊かな自然環境の保全と省資源化やリサイクル化
に努め、地球環境に優しい、人、まち、自然環境
が共生するまちづくりをめざします

基本理念

㈰街並み、街路などを計画的に整備し、優れた都市
景観の創造および保全をはかること

㈪緑化、美化を推進し、良好な生活環境を確保すること
㈫計画的で秩序あるまちづくりを推進し、良好な居
住環境の整備をはかること
㈬市民主体のまちづくりをすすめること
㈭市長、市民および事業者がそれぞれの役割を自覚
し、協働して取り組むことのできる社会をつくる

市、市民、事業者の役割

㈰市長は、都市環境の創造および保全に関する基本
的かつ総合的な施策を策定し、実施すること
㈪市民は、自分たちがまちづくりの主体であること
を認識し、日常生活で、周囲の緑化、美化などに
努め、地域の自主的なまちづくり活動、緑化活動
などに積極的に取り組むこと
㈫事業者は、事業活動での建築物、工作物などが都
市環境の創造および保全に重要な役割を担うこと
を認識し、周りの環境との調和、緑化の推進など
を心がけ、その建築や開発行為などについて、市
民に対し、十分な説明をすること

施策の策定、実施に当たっての基本事項

都市環境の創造および保全に関する基本的事項や
重要事項を調査、審議し、市長に意見を述べる審議
会を設置します。委員は市民のかたなど20人以内を
任命。

審議会の設置

㈰都市環境に関する施策は、市民、事業者が主体的
に行う取り組みによって推進されること
㈪市長は、市民、事業者の主体的な取り組みや連携、
協力の促進に関して必要な措置をすること

施策の推進の基本

自分も他人も大切に…

そのまちづくりの新しい制度
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